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「後期高齢支援システム標準化検討会ベンダ分科会」 

第８回議事概要 

 

【日時】：令和７年１月16日(木)13:30～15:30 

【場所】：オンライン会議(Zoom) 

【出席者(敬称略)】： 

（座長） 

後藤 省二  株式会社地域情報化研究所 代表取締役社長 

 

(構成員) 

三浦 裕和  株式会社RKKCS 第２システム本部 本部長 

石井 貞行  株式会社TKC 福祉情報システム第三技術部 課長 

村上 朋博  株式会社日立システムズ 公共情報サービス第一事業部 

公共パッケージ開発第二本部 パッケージ開発第六部 課長 

末武 純    Gcomホールディングス株式会社 第１製品開発部住記１課 課長 

玉置 直人  日本電気株式会社 住民情報システム開発統括部プロジェクトマネージャー 

田中 卓    富士通Japan株式会社 Public & Education事業本部 

社会保障サービス事業部 マネージャー 

 

(オブザーバー) 

吉本 明平  一般財団法人全国地域情報化推進協会企画部 担当部長 
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【議事次第】 

１．開会の挨拶 

２．標準仕様書 1.3 版に向けた各種課題の対応について 

３．質疑応答 

４．今後の予定及び依頼事項について 

 

【意見交換(概要)】 

（標準仕様書1.3版に向けた各種課題の対応について） 

○ （2.1 標準仕様書1.2 版における残課題対応） 

 資料２（P.6）#4「eLTAX を活用した公金収納の実現に向けた取組み対応」について、次

版以降へ持ち越し対応となるが、収納情報を広域標準システムへ受け渡すインターフェースが

決まり次第速やかに展開していただきたい。（委員） 

⇒ 承知した。方針が決まり次第、中央会から展開させていただく。（事務局） 

⇒ #4課題内容に記載の改定年度を令和 7年としている趣旨はなぜか。（委員） 

⇒ eLTAX の国側のシステム等の整備について、令和 8年 9月から自治体が利用できる

よう進められているところ。本記載は、過去の第 7回検討会資料から引用しており、国

における整備の 1年前である令和 7年 8月までに仕様書を改定するという趣旨で記

載した。（事務局） 

 

○ （2.2（4）子ども・子育て支援金制度対応） 

 事務局の方針について、異論はない。資料 2（P.18）#1 の帳票を A4 用紙 2枚で両面

印刷する場合、裏面に示す説明欄を２ページ分印刷する必要があるか疑問である。両面印

刷しない場合、説明欄を別紙で印刷する場合が想定されるため、裏面 1 ページは必須にした

上で、計 3 ページで出力することを許容していただけないか。（委員） 

⇒ 標準仕様書上、納入通知書については、裏面に算定根拠を示す規定にしている。ただ

し、算定根拠を 2 ページ分出力する必要性が低い場合には、2枚目の裏面に説明欄

を出力する必要はないか視認性を考慮して、厚労省様と協議させていただきたい。（事

務局） 

⇒ 承知した。片面印刷をする場合、4枚目に印字される説明欄が白紙にならない出力方

法を検討いただきたい。（委員） 

 論点①、②について、事務局案で良いと考えている。本制度改正において、広域標準システ

ムの外部インターフェースが変更されるが、広域標準システム外部インターフェースはいつ頃提

示されるか。（委員） 

⇒ 厚労省様と協議しているところであり、令和 7年 3月末には案版を展開する方針であ

る。（事務局） 

 論点①、②について異論はない。帳票の取扱い時期は、確定賦課の時期から新帳票を使用
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する認識で相違ないか。また、過年度分の保険料については旧帳票を使用する方針でよい

か。（委員） 

⇒ 賦課業務は広域連合主体で行うものであり、広域標準システム側にて検討中のため、

まだお示しできる状況ではない。決まり次第、方針をお示しさせていただく。また、令和 8

年度の暫定賦課は令和7年度分の保険料に子ども支援金が分含まれていないことか

ら、行わない想定である。（事務局） 

⇒ 論点②について、#1 の帳票の A4用紙 2枚で印字する場合、2枚目に被保険者氏

名や被保険者番号などの情報を示す必要があるのではないか。（委員） 

⇒ 名寄せなどが発生した場合を考慮し、2枚目に被保険者氏名などを設けることは必要

であると考えるため、厚労省様とも協議し検討させていただく。（事務局） 

⇒ 資料2（P.18）#1 の A3用紙 1枚は、#2~4 の帳票を 1 つにまとめた帳票である

認識のため、どちらか一方にする必要があるのではないか。（委員） 

⇒ 当該帳票を＃１～４に分けて規定した過去の検討経緯や実際の自治体の運用を考

慮する必要があるため、1/17（金）市町村ＷＴにおける自治体の意見も踏まえて検

討させていただきたい。（事務局） 

 

（今後の予定及び依頼事項について） 

○ （今後のスケジュールの確認） 

 事前に送付した標準仕様書（案）において、ご意見がある場合は、1/22（水）までに事

務局へ提出いただきたい。（事務局） 

 3/14（金）第9回ベンダ分科会・市町村WT合同開催の場合、開催時間はいつになる

か。（委員） 

⇒ 3/14（金）午後に合同で開催する方向である。日時が確定次第ご連絡させていただ

く。（事務局） 


